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道路関係四公団民営化の検証

国土交通委員会調査室 山 越 伸 浩
やまごし のぶひろ

平成17年10月に旧道路関係四公団（日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公
団、本州四国連絡橋公団、以下総称して「旧四公団」という）が民営化された。
本稿は、民営化からおよそ１年が経過するに当たり、これまで議論されてきたことのう

ち、特に高速自動車国道を建設・管理してきた日本道路公団（以下 「旧ＪＨ」という）1 、
の民営化を中心に （ａ）今後の高速道路の建設 （ｂ）債務の完済可能性 （ｃ）民営化、 、 、
による料金の引下げ （ｄ）ファミリー企業改革の４点について、検証していく。また、、
（ａ）から（ｃ）については、相互に関連しあうことでもあるため、なるべく整理してい
きたい。まずは、今回の民営化の経緯及びその仕組みから概観していきたい。

１．民営化の仕組み
民営化の基本的なスキームは、旧四公団のこれまでの機能を、道路資産の保有・債務返

済という下部構造と、道路建設・管理・料金徴収という上部構造の２つに分割した上下分
離方式を採用したことに特徴を持つ。
下部構造については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」と

いう）を設立し、道路資産及びその建設債務を旧四公団から承継させ、債務返済の管理を
行うことを規定した。

、 、 、 、また 上部構造については 旧ＪＨを３つに地域分割するとともに 首都高速道路公団
阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団をそのまま民営化して、６つの新会社（東日本高
速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式
会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社）を設立し、道路建設・管
理・料金徴収を行うことを規定した。

図１ 新会社と機構による高速道路事業の実施スキーム

（出所）第２回国土開発幹線道路建設会議資料より抜粋
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新会社による新規建設分については、一定期間内においては政府保証の下、新会社が資
金を調達し、建設することとなっているが、建設完成後の道路資産と債務は機構が引き受
けることとなっている。
機構と新会社は、貸与される道路資産について「協定」を締結する 「協定」では、法。

定された債務返済期間内（民営化より45年以内（平成62年まで ）に債務の完済が可能と）
なるよう、リース料が決定され、これに従い高速道路の通行料金も、リース料と管理費が
賄うことができるように算出されることとなる。
なお、債務返済期間は45年以内であるが、それまでに機構は解散され、高速道路も無料

開放される。その期間内に債務完済できない場合は、以後、国が機構の債務を承継して処
理することとなるが、残債の規模によっては大きな課題となることもある。
新会社については、サービスエリア（ＳＡ 、パーキングエリア（ＰＡ）の土地及び施）

設を承継し、高速道路の無料開放後も事業が継続されることになっている。

２．民営化の経緯
このような仕組みになった背景を理解するため、民営化の経緯を見ていきたい。

（１ 「全国プール制」と高速自動車国道の採算性）

道路関係四公団の民営化は、小泉総理の「聖域なき構造改革」のスローガンの下、内閣
の「目玉」として推進された。最初のポイントとして、高速道路建設への国費の投入と、
同建設債務の返済期間（償還期限）に焦点が当った。その背景は「全国プール制」に由来
する問題を理解しなければならない。
有料道路は個々の路線の将来の通行料収入を見込んで、借入金で建設し、償還計画に基

づいて借入金を返済していく制度である。もともとは、高速自動車国道も、一般有料道路
と同様に個別路線ごとに償還計画を有していた。しかし、長期間を要する建設期間の経過
とともに地価・物価の上昇等により、後に建設した道路ほど建設コストが高くなり、ネッ
トワークでありながら、各路線ごとに通行料金が異なるという不都合を生じたため、昭和
47年に全国の高速自動車国道の全路線の償還計画を一体のものとし、料金を全路線画一と
し、同時無料開放を目指して 「全国プール制」を採用することとなった。、
しかし 「全国プール制」は、後年の建設費が高ければ高いほど、償還換算日が後ろに、

、 「 」 、ずれていく仕組みであったため それが あだ となり当初30年であった償還期間が40年
45年と延長されるようになっていった。また、本来、出資金の名目で、旧ＪＨに投入され
ていた国費も年額3,000億円に達し、平成14年度以降の整備計画区間の残事業として見積2

もられていた金額も20.6兆円と莫大で、通行料金の負担増大、国費の投入の負担増大と、
国民の負担が将来的に更に拡大するおそれがあった。
（２ 「特殊法人等整理合理化計画」における民営化の前提条件）

そこで、小泉総理は、償還期間の短縮と、国費の支出削減、建設費用の圧縮を目指し、
国土交通省に試算を指示し 「高速自動車国道の償還見通しの試算について」が平成13年、
10月に公表された。それによると償還期間30年、国費ゼロのケースでは今後の高速道路の
建設が一切できないとの試算結果が出た。最終的には、平成13年12月に「特殊法人等整理
合理化計画 （以下 「整理合理化計画」という）が閣議決定され、旧四公団の民営化を」 、
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検討する第三者機関を設置し、特に旧ＪＨについては、平成14年度から国費を投入しない
こと、償還期間は50年を上限とすること等が決定された。なお、民間事業者として対応で
きない道路についてもネットワーク形成という観点にたち 「直轄方式による高速自動車、
国道の建設は毎年度の予算編成で検討する」として、後述する新直轄方式の導入がこの段
階で既に考えられていた。
（３）道路関係四公団民営化推進委員会の「意見書」による民営化

民営化の形態については、平成14年６月に設置された「道路関係四公団民営化推進委員
会 （以下 「民営化委員会」という ）で審議され、同年12月に「意見書」が小泉総理に」 、 。
提出された 「意見書」においては、民営化の形態として、民営化当初10年は上下分離方。
式を採用し、その後、機構を解散し、道路資産と付随する債務を新会社に承継させて上下
一体化を図ることとされ、高速道路の償還期間も 「整理合理化計画」よりも10年短い40、
年が示された。
しかし、上下一体の民営化は 「道路法の道路」としては馴染まない側面もあった。そ、
れは「道路法の道路」とは無料で誰でも通行できることが大前提で、私有は認められない
ことが原則であり、有料道路が料金徴収期間を設けて料金を徴収するのは、あくまで特別
措置である「道路整備特別措置法」

図２ 会社が建設すべき事業中区間の指定手続きによるものとする考え方があるから
等についてである。一方、箱根ターンパイクや

※施行法第30条及び第31条による指定手続き）芦ノ湖スカイラインのように、民間 （
会社が道路資産を保有・管理・料金
徴収している例があるが、これは
「道路運送法」において規定される
「自動車道」として料金を徴収して
いる。もし、民営化委員会の案が実
現していたら 「道路法の道路」と、、
「道路運送法の自動車道」を折半し
たような形になったのだろうか。
（４ 「道路関係四公団民営化４法」）

による新会社への高速道路の振

分け

結局、１年間、国土交通省内で検
討された結果、政府・与党で合意さ
れた最終的な仕組みは、先述したと
おり、償還期限を45年以内とし、新
会社と機構を完全に上下分離した形
態を内容とするもので、これに基づ
き、いわゆる「道路関係四公団民営
化４法案 （ 高速道路株式会社法 、」「 」
「独立行政法人日本高速道路保有・

（出所）第２回国土開発幹線道路建設会議資料より抜粋債務返済機構法 「日本道路公団等」、
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の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律 「日本道路公団等民営化関係法施」、
行法 、以下 「民営化４法案」という）が国会に提出され、６月に可決・成立した。」 、
平成17年10月には、民営化４法に基づき、旧四公団は機構と６つの新会社に分割民営化

された。その事業の承継の仕方は図２のとおりである。
民営化から、原則として６か月は暫定期間とされ、うち４か月が、国と各新会社が今後

の高速道路建設について協議する協議期間とされた。協議期間は２週間の延長を経て、平
成18年２月に第二回国土開発幹線自動車道建設会議が開催され、高速自動車国道の事業中
・調査中区間について、新会社と国の役割分担が決定された。そして約２か月の準備期間
をへて、平成18年３月31日に「協定」が結ばれた。
協定は全部で３種類であり （ａ）高速道路と高速道路ネットワークと連絡を密にする、

一般有料道路から成る「全国路線網」が３協定 （ｂ）首都高速道路、阪神高速道路、本、
州四国連絡高速道路をそれぞれ形成する「地域路線網」が４協定 （ｃ）単独の路線だけ、
で締結された「一の路線」が９協定それぞれ結ばれた （ａ）と（ｂ）は45年間の収支予。
算の明細を掲げ （ｃ）はそれぞれの路線ごとに異なる償還期間を掲げている。、 3

３．今後の高速道路の建設
（１）採算に見合わない高速道路の建設

民営化の議論の中で、小泉総理大臣は、必要な道路は造り、無駄な道路は造らないと答
弁してきたが、結局 「必要な道路」と「無駄な道路」をどのように分ければいいのだろ、
うか。一見 「無駄な道路」というのは、有料道路制度を前提とすると採算に合わない道、
路であるかような錯覚を憶えるが、道路公団民営化の過程では、それは「無駄な道路」と
はみなされなかった。
（２）新直轄方式の導入

採算に合わない路線について、旧ＪＨに代わり、国と地方の負担により建設する新直轄
方式を導入することが、平成13年12月の「特殊法人等整理合理化計画」の中で、先述した
とおり既に構想されており、平成14年12月の民営化推進委員会の「意見書」の中でも同趣
旨の文言が書かれるや、間髪を入れずに「政府・与党申し合わせ」によって、高速自動車

、 。国道の新直轄方式の導入が決定され 15年～20年に約３兆円の事業費の投入が合意された
これに基づき、平成15年６月には「高速自動車国道法及び沖縄振興開発法の一部を改正す
る法律」が可決成立し、新直轄方式が制度化された。
新直轄方式では、国と地方の負担割合３対１で高速自動車国道を整備するが、地方はそ

の負担分のうち９割の起債措置が認められ、後に地方交付税交付金から補填されることか
ら、地方の実際の負担は40分の１程度になる。
なお 新直轄方式の具体的な路線と事業費の決定は 国土開発幹線自動車道建設会議 以、 、 （

下 「国幹会議」という）に委ねられている。国幹会議とは、衆参国会議員及び学識経験、
者を委員として構成され、高速自動車国道の基本計画や整備計画についての決定を行う機
関である。
平成15年12月に、第１回国幹会議が開催され、地方公共団体の意見も反映しつつ、延長

699km（事業費約2.4兆円）の路線が、新直轄方式として整備されることとなった。また、
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平成18年２月には、第２回国幹会議が開催され、新たに123km（事業費約0.7兆円）が新直
轄方式に決定された。4

新直轄方式は、公費で建設し無料で提供されるため、将来にわたって金利や通行料金の
。 、 、負担もない 採算性も度外視できるため 旧ＪＨですら着手できなかった路線も整備でき

高速自動車国道のネットワークを早期につなぐ利点もある。ただ、民営化に先駆け、採算
に見合わない路線の整備が先に決まるという一見矛盾した印象も否定はできない。
（３）抜本的見直し区間

従来の道路建設計画の見直しの成果として「抜本的見直し区間」の存在が指摘される。
抜本的見直し区間とは 「近年の経済社会状況や交通量実績等を反映し、厳しく将来交、

通量を精査するとともに、費用対便益に加え、採算性やその他外部効果を含めた厳格な評
価の結果を踏まえ、整備のあり方を抜本的に見直す」とされた５路線143kmで、平成15年
12月の政府・与党申し合わせで合意を得て、第１回国幹会議で指定された。
これらの５路線のうち、３路線108kmは新直轄方式で整備され、２路線35kmは有料道路

方式で整備することとなっているが、実際の着工については、第２回国幹会議においても
結論が持ち越された形になっている。しかし、この５路線143kmだけで約5,400億円もの建
設費の削減が示され、道路延長の割には大きなメスが入っている。
（４）新会社が今後建設する路線

最後に新会社が建設する路線について見ていきたい。
新会社が旧ＪＨから事業中・調査中路線として承継する高速自動車国道は1,153kmで、

第２回国幹会議において決定された。
これらの路線の採算性について、調達金利４％の想定の下、投資限度額比率が20％より

大きい道路は724kmで、そうでないものは429kmである。ちなみに投資限度額比率とは、料
金徴収期間中に予想される建設コストの回収額であり、投資限度額比率20％とは、供用開
始から無料開放までの間に、20％が回収できるということである。なお、投資限度額比率
が最低のものは６％しかない。ただし、調達金利を仮に０％とするとほとんど全ての道路
（1,100km）が投資限度額比率20％を上回り、うち236kmの道路は回収可能な採算性を示し
ている。
結局、前提となる調達金利が高めに設定することで、既存の路線と併せて45年以内の債

務返済計画を構築したのだろう 「全国プール制」の非効率性への批判から、競争原理を。
導入するとして東日本、中日本、西日本の３社に分割したが、単に全国独占から、地域独
占に変わっただけに過ぎず、新規建設は、内部補助に頼らざるを得ない構造は一切変わっ
ていない。
（５）建設コストの縮減

道路建設のムダをなくす意味合いから、コスト縮減が行われている。コスト縮減につい
ては、平成15年度以降の高速自動車国道の事業費は約20兆円とされていたが、まず平成15
年３月に政府・与党協議会で民営化に先駆けた４兆円のコスト縮減が合意され、同年12月
の第１回国幹会議で反映された。これにより、残事業費が16兆円となった。
これに加えて、採算ベースに載らない路線については新直轄方式の事業費で３兆円、民

営化までの投資集中期間で旧ＪＨにより３兆円の投資が行われるため、民営化後の投資額
は10兆円だが、更に平成15年12月の民営化の基本的枠組みを決定した政府・与党協議会で



40 立法と調査 2006.10 No.260

図３ 会社整備区間と新直轄方式に切り替わる区間の選定の考え方

及び具体の区間選定について

（出所）第２回国土開発幹線道路建設会議資料より抜粋

合意された2.5兆円のコスト縮減が、第２回国幹会議で反映され、最終的に民営化後に必
要な投資額は7.5兆円となった。
しかし、その決定過程は、民営化による自発的な企業努力というよりも、政府・与党の

合意に主導され、政治的な色彩が強いと思われる。
（６ 「申請方式」による建設）

最後に「申請方式」による建設について見ていきたい。
民営化がなされる前は、旧ＪＨは国土交通大臣の施行命令を受けて高速自動車国道の建
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設を行っていたが、民営化に伴い、新会社の経営の自主性を尊重するため、旧ＪＨから承
継した路線以外に採算性の見合う路線が存在すれば、新会社から国土交通大臣に「自発的
に」申請する建設方式が採用された。しかし 「申請方式」によって建設される予定の路、
線は、現在のところ存在していない。旧ＪＨの事業中・調査中の路線を承継しただけだか
らである。
「申請方式」による建設が今後採用されるとすれば、今後の機構の債務返済が順調とな

って、現在締結した「協定」以上の建設余力があると判断されたときであろう。

４．45年以内の債務返済は可能か
機構と６つの新会社間で結ばれた「協定」の債務総額は民営化スタート時点（平成17年

10月）においては38.2兆円（うち有利子債務残高37.4兆円）で、4.4兆円の出資金と合せ
ると総額42.6兆円にも及ぶ。
次ページの表１は、機構と新会社が「協定」を締結した18年３月末時点に公表されたも

ので 「全国道路網」について東日本、中日本、西日本の３社合計の平成18年度から45年、
間の債務返済の見通しを示した表である 「協定」における償還表には、今後建設を予定。
する高速道路等の新たな債務や金利、また、既存の路線も含めた管理費等も全て通行料金
で賄って返済していく過程が示されている。紙面の関係からここでは「全国道路網」の償

、「 」 、 、還表のみ掲載するが 全国道路網 の高速道路については 旧ＪＨの高速自動車国道と
密接にネットワークを結ぶ一般有料道路が合算されており、債務総額は26.3兆円の有利子
負債と1.9兆円の出資金から成り合計で約28.3兆円となっている。
さて、旧四公団民営化の目的の一つとされた45年以内の債務返済の可否については、現
時点で、新規建設路線の採算について不安が残るものの、それらを全て織り込み済みの本
表に従うしかない。したがって、債務返済の可能性を探るよりも、民営化が債務返済にも
たらす影響について考えていくこととしたい。
（１）会計制度の変更と連続性のない財務諸表

民営化が債務返済に対してもたらした最大の影響は、会計方式が全く変わったことであ
る。旧ＪＨ時代は、償還準備金積立会計方式（以下「償還主義会計」という）という会計
方式が採用されていた。これは、高速道路の建設に投入した金額の累積額を道路資産とし

、 。て全て計上する一方 これまでの返済総額を償還準備金として示す仕組みの会計であった
しかしながら、償還主義会計は、過去に投下した金額が全て資産計上されることから、

会計上は道路の補修に使用したアスファルトが何メートルも層になって積み重なっている
ようなものだと批判され、償還準備金の計上についても莫大な内部留保を抱えているの5

ではないかとの誤解まで招く原因となった。6

特に、道路試算を減価償却することにより、債務超過に陥っているか否かに注目が集っ
た。旧ＪＨで公表した企業並み財務諸表は黒字と正式に公表されたが、その他に内部資料
として債務超過が試算された財務諸表が存在しているとの内部告発がなされ、平成15年10
月には当時の総裁が更迭される事件にまで発展した。
そもそも昭和62年の償還主義会計導入時の議論で、償還主義会計では債務返済の状況を

、 、分かりやすく示すために 毎年一定額を返済すると仮定した場合の標準額を別に算出して
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表１ 「機構の収支予算の明細 （全国路線網）」

出所）独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構「協定に基づく機構の債務返済見通しについて （平（ 」

成18年３月31日）より抜粋
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図４ 高速自動車国道の償還準備金の標準額と実績値の実績との比較を明示すべ
比較きとされたのである。と7

ころが、実際は、財務諸
表の「重要な会計方針」
に掲載されただけに過ぎ
ず、表やグラフで比較さ
れなかったため、わかり
にくさばかりが際立つこ
とになったのである。結
局、どの公団も標準額と
実績値の比較を償還会計
において行っていないた
め、そうした批判を甘ん
じて受けざるを得なかっ
たのではないだろうか。
ちなみに図４と図５は

図５ 一般有料道路の償還準備金の標準額と実績値の比較旧ＪＨの財務諸表に基づ
き償還主義会計における
高速自動車国道と一般有
料道路のそれぞれについ
て償還準備金の標準額と
実績値を比較したもので
ある。
点線が標準額で実線が

実績値である。これを見
ると、高速自動車国道は
平成７年度の償還計画の
改定により平成８年度以
降は計画を上回って償還
していることがわかり、
一般有料道路は償還状況

（注）図４、図５ともに旧ＪＨ財務諸表の「重要な会計方針」より作成が計画をかなり下回って
いることが一目で把握す
ることができる。
ところで、民営化のスキームでは、機構と新会社がおおむね５年程度で「協定」を見直

すので、返済実績が不連続になるおそれがある。ましてや、こうした償還準備金の計上も
なされない上に、今までの投下資金の積み上げであった道路資産も減価償却されてしまう
ことになるので、こうした比較は今後不可能となる。どのように民営化後の債務返済等に
おける会計の連続性を持たせるかが課題となっている。
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（２）金利の上昇と財政措置

ところで、債務返済の中で最も大きな不確定要素は金利の動向ではなかろうか。
現行の「協定」においては、金利は長期的には４％を前提として計算されており、それ

以上に金利が上昇すると、債務の返済が困難になる。
そうした事態への対処については、法律ではなく、民営化４法案における衆議院の附帯

決議が大きな伏線になってこよう。同附帯決議では 「金利の大幅な上昇など大きな経済、
変動等があった場合には、適時適切に債務返済計画を再検討し、45年以内の債務返済が可
能となるよう財政上の措置も含め必要な措置を検討すること」とされている。政府は民営
化法案における参議院での委員会審査において衆議院の附帯決議を紹介しており、債務8

返済が不可能であるならば、最終的に国の方で処理すること、急激な金利上昇が発生すれ
ば財政措置を検討すること等不測の事態を既に念頭に置いていたと考えることができる。
債務返済のセーフティーネットとして、高速道路の建設に国費を投入しないとした原則

を見直す国会決議が、政策として実行される経済的局面が来たときには、国民負担がどの
程度のものとなるかが課題となろう。
（３）早期債務返済か、道路建設か、通行料引下げか

なお、民営化してから公表された平成17年度決算では、機構は、当初の目標額137億円
を379億円上回る517億円の当期利益を計上した。その原因は（ａ）道路資産貸付料収入が
146億円増加、（ｂ）新直轄区間の売却に伴い臨時利益が105億円増加、（ｃ）財務費用が
235億円減少 （ｄ）道路資産貸付業務費が142億円増加したことなどによっている。、
今回は実質調達金利が少なかったことによる当期利益への貢献は47億円しかなかったた

め、現段階で、殊更これを取り上げるべきではないが、債務返済の前提となる金利が平成
18年2.34％、平成19年3.0％、平成20年3.5％、平成21年以降4.0％と現在の金利水準より
も高く設定されている。まだ、民営化から１年しか経っていないため、現段階では何とも
言えないが、今後とも実質調達金利負担が予想よりも低いければ、むしろ早期返済が視野
に入ってくるのではなかろうか。

「 」 「 」45年間にわたる高速道路のリース料の総額は前掲の 一の路線 を除いて 全国路線網
と首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の４つの「地域路線網」の全てを
計算すると、総額100兆円を超える。債務返済は早い方がいいだろう。
しかし早期返済が可能となったとき、そのまま機構を解散するのだろうか。新たな建設

を行い、法定された上限の45年後まで持ち越すのではなかろうかという懸念もある。特に
申請方式による建設が可能となれば、機構組織の存続に加えて、地元の要望に則って整備
を行うような「協定」を、国土交通大臣が認可しさえすれば、それ以上に歯止めをかける
ものは何もない。よって、予想調達金利が高く設定されていることで、早期の債務返済が
可能となったときに、法定予定路線11,520kmを全通させるか、法定予定路線の全通よりも
早期の無料開放を望むか、または通行料金の引下げを望むかは、大いに議論となろう。

５．通行料金の引下げ
日本の高速道路の料金は世界一高いと批判されてきた 。その高い通行料金の背景とな９

っているのが高い建設費であり、公団による経営ではコスト引下げの企業努力に結びつく
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インセンティブが低いので民営化が必要だとされた。
特に、高速自動車国道については全路線画一料金を実現するため 「全国プール制」が、

採用されている。この場合では、先述したとおり既存路線の利益で、新規路線の採算性の
、 、 、悪さを埋め合わせる側面が大きく 今後 建設費が増大すればそれだけ採算の悪化を招き

高速道路の料金が高くなる可能性すらあった。民営化における新しい料金について、どの
ようなことが議論されたのかをまず見ていくことにする。
（１）民営化委員会における料金に関する考え方

民営化委員会が、平成14年12月に小泉内閣総理大臣に提出した「意見書」では、新会社
が、民営化の帰結として会社として道路を保有し、その建設・運営についてインセンティ
ブをもつこととされていため、料金の性格については「適正な利潤」を含み、新会社の経
営者が自主的に決定することを基本とするとされた。
また、料金水準については （ａ）夜間料金の半額割引、通行台数１万台以下の道路の、

通行料金の３割引下げ、ターミナルチャージ の撤廃等の弾力的な引下げ策を講じて、全10

国平均で１割の通行料金引下げを民営化と同時に実現する （ｂ）通行料金は新会社発足、
時の水準より引き上げない （ｃ）本州四国連絡道路、東京湾アクアラインの通行料金に、
ついては大幅な引下げ （ｄ）ネットワーク型の一般有料道路については、高速自動車国、

、 、 、道と一体として取り扱うこととし 通行料金については 料金水準や徴収期間等について
高速自動車国道と同様に取り扱うこととされた。
（２）政府・与党及び民営化四法における料金についての考え方

平成15年12月に、民営化の基本的枠組みが政府・与党協議会において合意され、民営化
４法に反映されることとなった。
料金の性格としては、債務完済までの間、完全上下分離方式であるため 「意見書」と、

料金に対する考え方が異なり （ａ）高速道路等は、国民共有の財産であり、料金の設定、
に当たっては、会社の利潤を含めない （ｂ）民営化の目的を達成するため、会社におけ、
る有料道路事業の経営効率化を促すインセンティブの付与の在り方について検討する、と
された。
次に、料金の水準であるが 「民営化までに実現すべき措置」として （ｃ）ＥＴＣの、 、

活用等により、弾力的な料金を積極的に導入し、各種割引による料金の引下げ （ｄ）高、
速自動車国道の料金については平均１割程度の引下げに加え「別納割引」 の廃止を踏ま11

え、マイレージ割引、夜間割引、通勤割引等料金引下げを実施することとした。
なお 「民営化後の料金」については（ｅ）会社は設立の段階で、民営化時の公団の料、

金水準をそのまま引き継ぎ、貸付料の支払いに支障を与えない範囲で更に弾力的な料金設
定を行うものとし （ｆ）首都高速及び阪神高速については貸付料の支払いに必要な適切、
な料金収入の確保を図りつつ平成20年度を目標として対距離料金制 への移行を図ること12

が決定された。
料金水準について民営化委員会の「意見書」と異なる点は、民営化委員会の「意見書」

では、特に割引の対象をＥＴＣ搭載車に限っていなかったのに対して、実際にはＥＴＣ搭
載車にのみ割引が限られたことである。また、ターミナルチャージ料についての廃止も検
討されていない。ターミナルチャージ料の見直しについて国土交通省は民営化の議論が行
われていた当時 「導入の経緯、その管理に係るコストの削減の状況等を踏まえ、慎重に、
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検討を進めたい」 としていたが、現在のところ特に変更はない。13

（３）民営化に伴う割引料金導入の動き

割引料金の導入については、民営化を待たずに、矢継ぎ早に大体のものが、旧ＪＨ時代
に導入されている。新しい料金の導入の動きとしては、まず、平成16年11月からＥＴＣ深
夜割引が実施されることとなった。次に平成17年１月には、ＥＴＣ通勤割引とＥＴＣ早朝
夜間割引が導入された。更に平成17年４月１日にＥＴＣマイレージサービスと、大口・多
頻度割引が実施された 。14

ＥＴＣ搭載車のみを料金引下げの対象として適用することについては、ＥＴＣの導入促
進は渋滞解消や料金所付近の環境改善などＥＴＣユーザー以外の者にも受益が還元される
ため、ＥＴＣの普及促進という政策目標を推進するために行われる側面もある。実際に平
成16年９月に20％にすぎなかったＥＴＣ利用率は平成18年４月には60％を超えている
しかしながら、一方では財団法人道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）がＥＴＣの

利用に当たりユーザー等からセットアップ料金、鍵発行手数料、クレジットカード手数料
等様々な手数料を徴収していることが指摘されている。また、天下り役員を受け入れてい
ることから、財団経営の透明性の確保が必要である。
（４）トラック利用者への還元の必要性

高速自動車国道の利用者割引として従来の別納割引・前払制度では、乗用車400億円、
トラック2,400億円で総額2,800億円の年間割引を行ってきたが、マイレージと時間型割引
の導入により、乗用車の還元額が2,200億円（マイレージ1,000億円、時間型割引1,200億
円）に拡大し、トラックが従来どおりの2,400億円（マイレージ1,200億円、時間型割引
1,200億円）の還元を受け、総額4,600億円にまで拡大したとされている。
乗用車の割引が拡大され、各利用者に幅広く料金引下げが行き渡りつつあるが、トラッ

ク運送業界は、あまり民営化の恩恵を受けていないようにも思える 「別納割引」におい。
ては、特に零細業者のため組合設立が認められていたため、そこに加入していれば、最大
３割の割引が受けられたが、組合設立過程や組合加入者が実際に支払う金額と割引額の間
に差額が設けられるなど不透明な取り扱いが問題となり同割引制度は廃止された。現行の
ＥＴＣによる大口・多頻度割引では３割という高額な割引率はない。
また、トラック運送業界は、近年の規制緩和による競争激化と、ガソリン・軽油価格の

高騰で、利潤の希薄化とコストの上昇に苦しんでいる状況である。乗用車が従来の5.5倍
の利益を還元されたのにもかかわらず、トラックの利益還元は総額としては従来のままで
ある。トラック運送が国内物流の根幹を占めることを考えれば、何らかの有効策が導入さ
れてもよいのではなかろうかと思われる。

６．ファミリー企業の剰余金の問題
（１）ファミリー企業の剰余金

最後にファミリー企業の剰余金の問題について見ていきたい。
ファミリー企業は、高速道路の維持・管理などを業務とする旧四公団の子会社・関連会

社で、取引関係等で優遇され、剰余金を蓄えてきた。こうした企業群の存在が、公団職員
等の天下りの温床となり、旧四公団の経営をハイコストにし、高速道路の通行料金を結果
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として押し上げ、利用者に負担を強いているとされた。民営化に当たっては、ファミリー
企業の剰余金を利用者に社会還元すべきとして議論がなされた。
ファミリー企業は旧四公団が直接出資を行う子会社・関連会社が存在しないため、旧四

公団からの受け入れ役員の状況や、取引関係の度合いに応じて、行政コスト計算書の中で
定義付けられている。ただし、年度によって役員数や取引内容が変わるため、旧四公団の
子会社・関連会社の数は、一定していない。例えば、平成14年度では旧ＪＨが82社（子会
社65社、関連会社17社 、平成15年度では77社（子会社61社、関連会社16社 、平成16年） ）
度では74社（子会社59社、関連会社15社）となっている。なお、参考までに、その他３公
団について示すと、平成16年度では、首都高速道路公団は８社（子会社２社、関連会社６
社 、阪神高速道路公団は９社（子会社６社、関連会社３社）となっている。なお、本州）
四国連絡橋公団については、該当する子会社・関連会社は一社もない。
ファミリー企業の剰余金を見てみると、平成16年度決算においては旧ＪＨが985億円と

抜きん出て多く、首都高では12億円、阪高は54億円となっており、一社当たりの剰余金に
ついては、旧ＪＨが13.3億円、首都高速道路公団が1.5億円、阪神高速道路公団が６億円
となっている。なお、平成17年度の剰余金の額は大半の子会社･関連会社が半期決算を行
っていないことを理由に、公表されていない。
（２）ファミリー企業の剰余金の還元の必要性

特に１千億円もの莫大な旧ＪＨのファミリー企業の剰余金の還元策については、平成15
「 」年３月に政府・与党協議会で 道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組む事項について

が合意され、この中では、ファミリー企業の見直しとして、剰余金の利用者への還元のた
め、ファミリー企業に対し、協議会を設立して検討するよう要請がなされた。
これを受けて、平成16年１月、ファミリー企業の剰余金の還元策の第一弾が行われるこ

ととなった。このときの還元策は、身障者ドライバーのＥＴＣ装着促進のための助成費と
して１人当たり１万円（10万台分）を拠出したが、総額10億円と平成15年度決算の剰余金
総額1,168億円に対して１％にも満たないものだった。
その後も、ファミリー企業の剰余金の改革は遅々として進まず、ファミリー企業の協議

会が検討していた利用者還元の内容も、料金所における情報提供、沿線の観光案内、迂回
路案内等の充実、ＥＴＣに関する各種相談窓口の支援、路上作業の安全･効率化に役立つ
資機材の研究開発、道路保全技術者の育成に関する講習会等、抜本的な利用者還元につな
がる内容のものはほとんどなかったため、高速道路の救急医療充実のため、ドクターヘリ
の助成などに拠出すべきとの提言が参議院の委員会審査でなされるなどした 。15

平成17年８月に、ファミリー企業は、高速道路関連社会貢献協議会を設立し、高速道路
の救急救命対策等の支援、障害者・高齢者・幼児等を中心としたサービス向上支援等を行
うことを打ち出したが、所要額は100億円程度と見込まれるとしただけで、具体的な目標
年限などは一切掲げられていない。平成15年度に1,168億円もあったファミリー企業の剰
余金は、旧ＪＨのコスト縮減などの影響を受けつつあり、平成16年度には985億円と激減
している。更に平成17年度決算は半期決算がないことを理由に数字すらわからない状況に
なっている。参議院国土交通委員会の附帯決議では 「ファミリー企業の剰余金について、
は、利用者への早期還元の拡大が図られるよう努めること」とされているが、このまま放
置すれば、時間の経過と新会社によるファミリー企業の子会社化、ないしは内部化という
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企業再編の流れとともに多くの剰余金は消滅してしまう恐れもあるため、そのフォローを
していく必要がある。

＊ ＊ ＊
最後に、民営化によって機構や新会社の体質が変わるのかを考えたい。
旧ＪＨでは民営化する直前に、鋼鉄橋梁談合事件が発覚し、旧ＪＨの現役副総裁が逮捕

されるなど、関連企業に天下りした公団ＯＢを通じて連綿と続いてきた談合体質が明るみ
になった。これを受けて平成17年８月には、旧ＪＨより「談合等不正行為防止策について
【とりまとめ 」が公表された。この中で 「公団在職中の職務の公正性の確保を図る観】 、
点から、公団退職後の再就職について所要の規制を行うとともに、民営化後の新会社にお
いては「天下り」の必要のない人事制度を導入する」としているが、実際に機構や新会社
の役員を見ると会長こそは民間から採用しているが、社長以下の役員は天下りの役人や横
滑りの公団役員でほとんどが占められており、企業経営者または役員として内部登用でき
るような人事運用と人材育成が課題となろう。
また、現在は新会社に対して国は100％の出資関係にあるが、法律では株式の３分の１

以上の保有が義務化されているだけに過ぎず、今後の公開株式数の動向によっては、資本
金の２分の１以上が国からの出資による法人について規定される「公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律」や「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」
が適用されなくなるおそれがある。高速道路が国民共有の財産であることと、企業自治の
問題について、国はいかにバランスをとるかが課題となる。
近藤旧ＪＨ総裁は、かつて旧ＪＨのＳＡ・ＰＡの総売上3,500億円を１兆円にまで増や

したいと意欲を示していた。地方では中心市街地の衰退が著しく、郊外型のショッピング
センター街が競争力をつけている。新会社のＳＡ・ＰＡの経営の方向性によっては、郊外
型のショッピングセンター街が新たに出現することも予想される。私企業としての自由な
発想による経営と、地域経済との共存も課題となっている。

1 本稿における「高速道路」と「高速自動車国道」の用語の整理をしておきたい。俗に自動車専用道路の

ことを大体は「高速道路」と呼んでいるが、旧ＪＨが管理する「高速自動車国道」のみを指す場合と、そ

うでない場合があるからである 「高速自動車国道」は、第４次全総で閣議決定された14,000kmの高規格幹。

、 、 。線道路網のうち 11,520kmを法定予定路線として占め そのほとんどが国土開発幹線道路からなっている

このほかに一般国道自動車専用道路2,480km（一般有料道路2,300km、本州四国連絡道路180km）があり、高

速自動車国道とともに高規格幹線道路網を形成する自動車専用道路である。

民営化４法では、この全国ネットワークを形成する「高速自動車国道」に密接に関連する一般有料道路

（ 東京湾アクアライン」や「圏央道」など）も 「全国道路網」として「協定」が締結されることになっ「 、

ており、高速道路株式会社法においては 「全国道路網」の全ての路線が高速道路と総称されている。、

なお、同法においては首都高速道路や阪神高速道路のような地方道も、本州四国連絡道も高速道路とし

て総称されている。よってここでは無用の混乱を避けるために、自動車専用道路全体を表す広義の高速道

路については「高速道路」とし、狭義の「高速自動車国道」のみを指す場合は「高速自動車国道」と表記

する。

2 高速自動車国道の建設手順は、法定予定路線（国土開発幹線自動車道建設法の別表）11,520kmから、国

幹会議（本文後述）の審議を経て、まず「基本計画」が決定される 「基本計画」は現在10,607kmであり、。
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、 、 。 「 」 。「 」建設線の区間 主たる経過地 建設主体等が決定されている 次に 整備計画 が決定される 整備計画

においては、通過する市町村名、工事費用の概算額等も決定されるため、高速自動車国道の整備が事実上

「公約」されたことになる 「整備計画」は現在9,342kmであり、平成18年２月の第２回国幹会議のとき、。

供用延長が7,367km、残事業区間1,975kmであったが、そのうち822kmが新直轄方式による整備、1,153kmが

新会社による整備と決定された。

3 「協定」内の各路線等のさらに詳細な内容については紙面の都合上割愛する。機構のホームページにて

確認されたい（http://www.jehdra.go.jp/参照 。）

4 新直轄方式の路線についてのさらに詳細な内容については紙面の都合上割愛する。第２回国幹会議の資

料で確認されたい（http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/kansen/20060207.html参照 。）

5 櫻井よしこ『日本のブラックホール－特殊法人を潰せ （新潮社 平13.8）56頁』

6 行革断行評議会「道路四公団の分割民営化案 （平成13.8）３頁」

7 日本道路公団財務諸表改善研究会「日本道路公団の道路試算の会計処理に関する研究報告書」昭和62年

12月

8 第159回国会参議院国土交通委員会会議録第17号16～17頁（平16.5.20 、同20号21頁（平16.6.1））

9 高速自動車国道の通行料金は、一部の特別料金区間を除くと普通自動車でキロ当たり24.6円であり、更

に車種及び利用距離に関係なくターミナルチャージ料150円が課せられている。日本と同様に有料道路制度

を採っているフランスは８円、イタリアも５～６円程度とされている。また、ドイツはトラックのみ課金

されており、米国などは原則無料となっている。

10 ターミナルチャージ料は、インターチェンジ等の道路施設の利用料金として課せられるもので、車種の

区分や距離に関係なく、一律150円が課せられている。

11 「別納割引」は、通行料金の後納制度として導入されたが、大量利用交通の促進、大口利用者の定着化

のため導入されていた。月平均1.4万円を超える利用者に利用額に応じ割引を実施し、700万円超で最大割

引率30％が適用された。

12 首都高速道路、阪神高速道路では距離に関わらず料金を均一にする「均一料金制」が採用されている。

13 第162回国会参議院国土交通委員会会議録第４号15頁（平17.3.18）

14 マイレージサービスでは、高速自動車国道は50円で１ポイント、一般有料道路は100円で１ポイントが得

られ、ポイントの累計数に応じた割引が受けられる。また大口・多頻度割引は 「別納割引」に代わるもの、

として導入され （ａ）車両単位割引と（ｂ）契約者単位割引に分けられている （ａ）車両単位割引は、、 。

契約者の自動車一台ごとの月額利用料に応じて割引が受けられ、最大割引は２割となっている （ｂ）契約。

者単位割引は、契約者の月額利用料が500万円を超え、かつ、契約者の自動車１台当たりの月額使用料が３

万円を超える場合に支払総額の１割引を行うとしたものである。

15 第159回国会参議院国土交通委員会会議録第19号22～23頁（平16.5.27 、第162回国会参議院予算委員会）

会議録第15号28～29頁（平17.3.23）


